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BMCシステム情報パッチツール（オンライン版）運用手順書 

 

 

 

ソフトウェアのご使用条件 

日本電気株式会社（以下「弊社」といいます。）は、本使用条件とともにご提供するソフトウェア・プログラム（以

下「許諾プログラム」といいます。）を、日本国内で使用する権利を下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も

下記条項にご同意いただくものとします。お客様が期待される効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プ

ログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。 

 

１．期間 

(1) 本使用条件は、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日に発効します。 

(2) お客様は、１ヶ月以上事前に、弊社宛書面により通知することにより、いつにても本使用条件により許諾 

される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。 

(3) 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつにても許諾プログラムの使用 

権を終了させることができるものとします。 

(4) 許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき,終了するまで有効に存続します。 

(5) 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他の権利も同時に終了 

するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後直ちに許諾プログラムおよびそのすべて 

の複製物を破棄するものとします。 

２．使用権 

(1) お客様は、許諾プログラムを一時に一台のコンピュータにおいてのみ使用することができます。 

(2) 許諾プログラムは、コンピュータの一時メモリ（例えば、RAM）にロードされ、または固定メモリ（例えばハー 

ドディスク、その他の記憶装置）にインストールされたときに、当該コンピュータにおいて使用されたものとし 

ます。 

(3) お客様は、前項に定める条件に従い日本国内においてのみ、許諾プログラムを使用することができます。 

３．許諾プログラムの複製、改変および結合 

(1) お客様は、減失、毀損等に備える目的でのみ許諾プログラムを１部複製することができます。ただし、 

許諾プログラムを固定メモリにインストールした場合またはプリインストール済みの場合、お客様は、許諾

プログラムを複製することはできません。この場合、お客様は、弊社提供の許諾プログラムの記録媒体を

減失、毀損に備える目的で取り扱うものとします。 

(2) お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に、許諾プログラムに付されている著作権表示およびその 

他の権利表示を付すものとします。 

(3) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、改変、結合または 

その他の処分をすることはできません。 

(4) お客様は、いかなる場合であっても許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連資料を複製 

することはできません 

(5) 本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものではありません。 

４．許諾プログラムの移転等 

お客様は、許諾プログラムまたはその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転、またはその他の 

処分をすることはできません。 

５．逆コンパイル等 

お客様は、許諾プログラムをリバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることは 

できません。 
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６．保証の制限 

(1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題は 

お客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 

(2) 前項の規定にかかわらず、お客様による許諾プログラムのお受け取りの日から１年以内に弊社が許諾 

プログラムの誤り（バグ）を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のため 

のプログラム（以下、これらのプログラムを「修正プログラム」といいます。）またはかかる修正に関する 

情報をお客様に提供するものとします。ただし、当該修正前１年以内に許諾プログラムをお受け取りになり 

かつ許諾プログラムのすべてのお客様に対し当該修正プログラムまたは情報をアフターサービスとして 

提供する決定を弊社がその裁量によりなした場合に限ります。お客様に提供された修正プログラムは許諾 

プログラムとみなします。 

(3) 許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥（ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限り 

ます。）があった場合において、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日から１４日以内に、 

かかる日付を記した本製品の領収書（またはその写し）を添えて、弊社に許諾プログラムを返却された 

ときには、弊社は当該記録媒体を無償で交換するものとし（ただし、弊社が当該欠陥を自己の責による 

ものと認めた場合に限ります。）、これをもって記録媒体に関する弊社の唯一の保証とします。 

７．責任の制限 

弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害（損害発生につき弊社が予見し、 

または予見し得た場合を含みます。）および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害 

について一切責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任は、 

その法律上の構成の如何を問わず、お客様が実際にお支払いになった本製品の代金相当額を以てその 

上限とします。 

８．その他 

(1) お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出しては 

なりません。 

(2) 本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。 
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１．プログラムのインストール 

 

 Webからダウンロードした実行モジュールを対象装置の適当なディレクトリにコピーしてください。 

 

ファイル名 内容 

syspatch.exe Windows用実行モジュール 

syspatch86 Linux(x86)用実行モジュール 

syspatch64 Linux(x64)用実行モジュール 

 

 

２．実行方法 

 

２．１ Windows 

   以下のいずれかの方法で実行してください。 

 

 実行ファイル(syspatch.exe)をダブルクリックする。 

 実行ファイルがあるディレクトリで、コマンドプロンプトより以下を入力する。 

> syspatch.exe 

 

２．２ Linux(x86) 

 

 実行ファイルがあるディレクトリで、コマンドラインより以下を入力する。 

> ./syspatch86 

 

２．３ Linux(x64) 

 

 実行ファイルがあるディレクトリで、コマンドラインより以下を入力する。 

> ./syspatch64 
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３．出力メッセージ 
 

３．１ 開始メッセージ 

 

ツール開始時の確認用に、以下のメッセージを表示します。 

［Enter］キーを押下するとパッチ適用処理が実行されます。 

 

Start System Information Patch Program. 

Hit Enter key. 

 

 

３．２ 正常終了メッセージ 

 

（１）対象装置の場合 

 

システム情報のパッチが正常に適用された場合、以下のメッセージを表示します。 

［Enter］キーを押下してツールを終了してください。 

 

Normal End. (Hit Enter key) 

 

 

（２）対象外装置の場合 

 

本ツールの適用対象外装置だった場合、パッチは適用せず、以下のメッセージを表示します。 

［Enter］キーを押下してツールを終了してください。 

 

This machine is free of applying this program. (Code:x) 

Terminate the program. (Hit Enter key) 

 

メッセージ中の “(Code:x)” の内容は以下のとおりです。 

Code 内容 (対象外の理由) 

1～4 本ツールの適用対象モデルに該当しません 

5～6 本ツールの適用対象モデルですがパッチ適用は必要ありません（シ

ステム情報はパッチ適用が必要な状態ではありません） 
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３．３ エラーメッセージ 

 

何らかのエラーにより、パッチが正常に適用されなかった場合、 

エラーの種別によって、以下のメッセージを表示します。 

いずれの場合も、［Enter］キーを押下してツールを終了してください。 

 

（１） Baseboard Management Controller(BMC)へ正しくアクセスできなかった場合、または、BMCの応答結果が

異常だった場合 

 

ERROR: Failed to access BMC 

  Err Cmd : xxxxx   Err Code : yy 

request : zzzzzzzzzz [*] 

response : zzzzzzzzzz [*] 

Terminate the program. (Hit Enter key) 

 

   [*] エラーの種別によっては表示される 

 

         <対処> 

BMCシステム情報パッチツール（オフライン版）を使用して下さい。BMCシステム情報パッチツール（オフ 

ライン版）を使用しても解決しない場合、BMC障害の可能性があります。ハードウェアに異常がないか 

保守員にご相談下さい。 

 

（２） サーバマネージメントドライバが動作していなかった場合(ドライバへアクセスできなかった場合)  

 

ERROR: Failed to open IPMI Driver 

Terminate the program. (Hit Enter key) 

 

   <対処> 

    BMCシステム情報パッチツール（オフライン版）を使用して下さい。 

 

（３） ツールが既に実行中だった場合（ツールを多重起動した場合） 

 

Program is already running. (Hit Enter key) 

 

   <対処> 

    ツールが実行中であり終了していない場合、ツールは再起動しないで下さい。 

 

以上 

 


